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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＢ－ＯＦＤＭ（MultiBand-Orthogonal Frequency Division Multiplexing）通信方式
のＵＷＢ（Ultra Wide Band）通信を行う無線通信装置において、
　ローカル信号を生成するローカル信号生成部と、
　前記ローカル信号生成部によって生成された前記ローカル信号の周波数に応じて、受信
されたＯＦＤＭ信号をベースバンド信号に変換する周波数変換部と、
　前記ベースバンド信号から高周波成分を除去するローパスフィルタ部と、
　前記ローパスフィルタ部を通過したベースバンド信号をデジタル信号に変換するＡＤ変
換部と、
　前記ＡＤ変換部でデジタル信号に変換されたベースバンド信号にＦＦＴ信号処理を施し
て、受信周波数帯域内の各サブキャリアの受信信号を取得するＦＦＴ信号処理部と、
　前記ＦＦＴ信号処理部により取得された各サブキャリアごとの受信信号から受信データ
を再現するデータ再現部と、
　前記ＦＦＴ信号処理部によって前記受信周波数帯域内で妨害波の干渉が検出されると、
前記周波数変換部によって前記ローパスフィルタ部の通過帯域外に前記妨害波が変換され
るローカル信号の周波数に変更するように、前記ローカル信号生成部を制御するローカル
信号周波数制御部とを備えた無線通信装置。
【請求項２】
　前記ＦＦＴ信号処理部は、
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　前記ローカル信号周波数制御部による制御で前記ローカル信号の周波数が変更されて、
前記ベースバンド信号の前記受信周波数帯域の一部が、前記妨害波とともに前記ローパス
フィルタ部で除去されると、前記ＡＤ変換部でデジタル信号に変換した当該ベースバンド
信号にＦＦＴ信号処理を施して、前記ローパスフィルタ部を通過したサブキャリアの受信
信号を取得し、
　前記データ再現部は、
　前記ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信において規定される、センター周波数の上側
と下側の各周波数帯域で同一データからなるサブキャリアが配置されるサブキャリア配置
パターンに基づいて、前記ＦＦＴ信号処理部によって取得された前記ローパスフィルタ部
を通過したサブキャリアの受信信号から、前記ローパスフィルタ部で除去された受信信号
を復元して、本来の受信周波数帯域内のサブキャリアごとの受信データを再現することを
特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記ＦＦＴ信号処理部は、前記ベースバンド信号にＦＦＴ信号処理を施して取得された
判定対象信号と希望波信号とのレベル差に基づいて、前記受信周波数帯域における妨害波
の干渉の有無を検出することを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【請求項４】
　前記ＦＦＴ信号処理部は、通信を行っていない時間に前記受信周波数帯域における妨害
波の干渉の有無を検出することを特徴とする請求項１記載の無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ＵＷＢ（Ultra Wide Band；超広帯域無線）通信を行う無線通信装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＷＢ通信は、非常に広い帯域幅の周波数を使用することから、専用帯域の確保が困難
であり、既存の通信システムと周波数帯域を共用することになる。このため、ＵＷＢ無線
通信装置と既存の通信システムとの間で、互いの送信信号が妨害波となる「干渉」が懸念
されている。
【０００３】
　ＵＷＢ無線通信装置が既存の通信システムに与える干渉については、既存の通信システ
ムからの信号の有無を検出し、この信号が存在する特定の周波数においてＵＷＢ送信波に
ノッチを挿入することで干渉を回避する技術（ＤＡＡ；Detect and Avoid）があり、既に
実用化されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、受信機側におけるダウンコンバータとしてＬｏｗ－ＩＦ方式
を採用することにより、自身のローカル周波数近傍に不感帯が生じることがなくなって、
干渉回避技術（ＤＡＡ）のうちのディテクションを好適に実現することができる、ＭＢ－
ＯＦＤＭ（MultiBand-Orthogonal Frequency Division Multiplexing；マルチバンド直交
周波数分割多重）通信方式のＵＷＢ無線通信装置が開示されている。
【０００５】
　一方、ＵＷＢ無線通信装置が既存の通信システムから被る干渉については、既存の通信
システム側に干渉の回避義務はないため、ＵＷＢ無線通信装置側で干渉を検出した場合、
上位ＭＡＣ（Media Access Control）層で判断してバンド切り替えを行うことによって、
干渉を被っているバンドの使用を回避するのが一般的である。
【０００６】
　しかしながら、切り替え先のバンドにおいても、同様の干渉が発生する可能性がある。
また、法規制によって他のバンドの使用が制限されている場合は、バンド切り替えによる
干渉の回避ができない。
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【０００７】
　図５は、ＵＷＢ無線通信装置が既存の通信システムから被る干渉を説明するための図で
ある。ＵＷＢ無線通信装置と帯域を共用する既存の通信システムの送信波や、隣接帯域を
使用する既存の通信システムの帯域外不要輻射が、ＵＷＢ無線通信の帯域に入り込むこと
により、図５に示すような妨害波が発生する。ここで、ＵＷＢのバンド幅５２８ＭＨｚに
比べ、既存の通信システムでは、数１０ＭＨｚ程度の狭帯域である。また、ＵＷＢでは、
電力を広帯域に拡散しているため、他の通信システムと比較して電力密度が極めて低い。
【０００８】
　上述の帯域の信号をアンテナで受信して増幅した後、受信センター周波数ｆrfと同一周
波数のローカル信号ＬＯと乗算することにより、ベースバンド帯域の信号に周波数変換さ
れる。この後、図５中に破線で示す通過特性を有するローパスフィルタ（ＬＰＦ）にて低
域成分を通過させ、可変利得増幅器（ＶＧＡ）で増幅して復調する。このとき、可変利得
増幅器（ＶＧＡ）は、ＡＧＣ（Automatic Gain Control：自動利得制御）動作により、Ａ
Ｄ変換器の入力信号レベルが一定になるように自身の利得が制御される。
【０００９】
　図５に示すＬＰＦ通過後のベースバンド信号から明らかなように、帯域内に入り込んだ
妨害波は、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）又はバンドパスフィルタ（ＢＰＦ）を用いても、
減衰させることができない。
　このため、ＵＷＢ希望波と妨害波が帯域内に存在する場合、妨害波を含めた信号レベル
で利得が制御されることになる。
　従って、妨害波と希望波のレベル差（Ｄ／Ｕ比）によっては、希望波信号を受信するの
に十分な振幅（ＡＤ変換の分解能）を得ることができず、ＵＷＢフレーム検出エラーや、
ビットエラー等の受信エラーが発生するという課題がある。
【００１０】
　また、この不具合は、送信機が既存の通信システムに与える干渉を回避する技術を提案
する特許文献１の発明では解決することができない。
【００１１】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信
方式のＵＷＢ通信において、ベースバンド信号の周波数に変換した後の妨害波をローパス
フィルタの通過帯域外にシフトさせることで減衰させ、既存の通信システムからの妨害波
による干渉を回避することができる無線通信装置を得ることを目的とする。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００７－２５８９０４号公報
【発明の概要】
【００１３】
　この発明に係る無線通信装置は、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信を行う無線通信
装置において、ローカル信号を生成するローカル信号生成部と、ローカル信号生成部に生
成されたローカル信号を用いて、ローカル信号生成部によって生成されたローカル信号の
周波数に応じて、受信されたＯＦＤＭ信号をベースバンド信号に変換する周波数変換部と
、ベースバンド信号から高周波成分を除去するローパスフィルタ部と、ローパスフィルタ
部を通過したベースバンド信号をデジタル信号に変換するＡＤ変換部と、ＡＤ変換部でデ
ジタル信号に変換されたベースバンド信号にＦＦＴ信号処理を施して、受信周波数帯域内
の各サブキャリアの受信信号を取得するＦＦＴ信号処理部と、ＦＦＴ信号処理部により取
得された各サブキャリアごとの受信信号から受信データを再現するデータ再現部と、ＦＦ
Ｔ信号処理部によって受信周波数帯域内に妨害波の干渉が検出されると、周波数変換部に
よってローパスフィルタ部の通過帯域外に妨害波が変換されるローカル信号の周波数に変
更するように、ローカル信号生成部を制御するローカル信号周波数制御部とを備えるもの
である。
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【００１４】
　この発明によれば、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信において、受信周波数帯域内
に妨害波の干渉が検出されると、この妨害波がローパスフィルタ部の通過帯域外に周波数
変換されるローカル信号の周波数に変更する。このようにすることで、ＯＦＤＭ信号の受
信周波数帯域内で検出された妨害波を減衰させ、この妨害波の干渉を回避することができ
るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の実施の形態１による無線通信装置の構成を示す図である。
【図２】実施の形態１による無線通信装置で妨害波干渉が検出された場合の処理を説明す
るための図である。
【図３】ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信におけるサブキャリア配置を示す図である
。
【図４】ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信における伝送レートとデータ配置の関係を
示す図である。
【図５】ＵＷＢ無線通信装置が既存の通信システムから被る干渉を説明するための図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、この発明をより詳細に説明するために、この発明を実施するための最良の形態に
ついて、添付の図面に従って説明する。
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１による無線通信装置の構成を示すブロック図であり、
ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式でＵＷＢ通信を行う受信装置を示している。図１において、実施
の形態１による無線通信装置は、アンテナ１、バンドパスフィルタ（ＢＰＦ）２、低雑音
増幅器（ＬＮＡ）３、直交ミキサ４、ローパスフィルタ（ＬＰＦ）５ａ，５ｂ、可変利得
増幅器（ＶＧＡ）６ａ，６ｂ、ＡＤ変換器（ＡＤＣ）７ａ，７ｂ、自動利得制御部（ＡＧ
Ｃ）８、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）信号処理部９、データ再現部１０、ローカル
信号周波数制御部１１及びローカル信号生成部１２を備える。
【００１７】
　次に動作について説明する。
（Ａ）妨害波干渉がない場合
　アンテナ１で受信されてＢＰＦ２を通過した信号は、ＬＮＡ３により増幅される。
　直交ミキサ４は、ＬＮＡ３によって増幅された信号に対して、ローカル信号生成部１２
で生成されたローカル信号ＬＯを９０度の位相差を持たせて乗算することで、Ｉ成分とＱ
成分の各ベースバンド信号に周波数変換（ダイレクトコンバージョン）される。
　なお、ローカル信号ＬＯは、受信センター周波数ｆrfと同一の周波数の信号である。ま
た、得られたベースバンド信号は、受信センター周波数ｆrfの上下両側の周波数帯域（ベ
ースバンド帯域）であり、後段のＬＰＦ５ａ，５ｂの通過帯域内の信号となる。
【００１８】
　直交ミキサ４で周波数変換された各ベースバンド信号は、ＬＰＦ５ａ，５ｂによって、
低周波数帯域の信号が取り出される。ＬＰＦ５ａ，５ｂを通過したベースバンド信号は、
ＡＧＣ８に制御されたＶＧＡ６ａ，６ｂによって、ＡＤＣ７ａ，７ｂの入力信号レベルが
それぞれ一定になるように利得が調整されて増幅される。
【００１９】
　このあと、ＦＦＴ信号処理部９は、ＡＤＣ７ａ，７ｂによりデジタル信号に変換された
ベースバンド信号に対してＦＦＴ信号処理を行って、時間軸の信号から周波数軸の信号へ
変換してデータ再現部１０へ出力する。データ再現部１０は、ＦＦＴ信号処理された信号
から元の信号系列に復号することにより、受信データを再現する。
【００２０】
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（Ｂ）妨害波干渉が検出された場合
　ＡＤＣ７ａ，７ｂによりベースバンド信号がデジタル信号に変換されるまでの処理は、
上記の（Ａ）の内容と同様である。ＦＦＴ信号処理部９は、ＡＤＣ７ａ，７ｂにデジタル
信号に変換されたベースバンド信号にＦＦＴ信号処理を行う。このとき、ＦＦＴ信号処理
部９は、ベースバンド帯域に妨害波干渉があるか否かを検出する。
【００２１】
　ここで、妨害波検出の方法について説明する。
　先ず、ＦＦＴ信号処理部９は、ベースバンド信号をＦＦＴ信号処理することによって、
ベースバンド帯域内の各周波数における受信信号レベルを検出する。ＵＷＢ通信の場合、
希望波信号は、広帯域で、かつ信号レベルがフラットである。このため、希望波信号と比
べて、特定の周波数でレベルが高い信号があれば、この周波数の信号は妨害波信号である
と判断できる。
【００２２】
　そこで、ＦＦＴ信号処理部９は、判定対象信号と希望波信号とのレベル差（Ｄ／Ｕ比）
に基づいて、妨害波干渉の有無を判断する。例えば、レベル差（Ｄ／Ｕ比）が所定の閾値
を超えた場合に妨害波干渉有りと判定される。
　なお、伝送路状況の変化に伴って、妨害波レベル及び希望波レベルは、ともに時々刻々
と変動する。この時間変化に対応するため、ＦＦＴ信号処理部９は、ベースバンド帯域内
の各周波数ごとに受信信号レベルを平均化し、これら信号レベルの平均値を用いてレベル
差（Ｄ／Ｕ比）を算出し、妨害波干渉の有無を判定する。
【００２３】
　上述の妨害波検出処理は、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式の無線通信装置において、ＯＦＤＭ
復調用に元々搭載されるＦＦＴ信号処理部を利用し、ＦＦＴ信号処理部の動作ロジックの
一部を変更するだけで実現できる。
　従って、妨害波検出用に特別な回路を追加する必要がない。また、Ｄ／Ｕ比を検出判定
に用いることで、精度良く妨害波干渉を検出できる。さらに、信号レベルの平均化処理に
より、妨害波干渉の誤検出を低減することが可能である。
【００２４】
　ＦＦＴ信号処理部９が、ベースバンド帯域内に妨害波干渉を検出すると、検出した妨害
波信号の周波数をローカル信号周波数制御部１１へ通知する。ローカル信号周波数制御部
１１は、ＦＦＴ信号処理部９から通知された妨害波の周波数に基づいて、ベースバンド信
号に変換された後の妨害波信号の周波数がＬＰＦ５ａ，５ｂの通過帯域外となるローカル
信号周波数を選択する。このあと、ローカル信号周波数制御部１１は、選択したローカル
信号周波数を生成するよう、ローカル信号生成部１２に周波数変更指示を行う。
【００２５】
　図２は、実施の形態１による無線通信装置で妨害波干渉が検出された場合の処理を説明
するための図である。図２に示す例は、受信センター周波数よりも高い周波数に妨害波が
検出された場合を示している。
　この場合、ローカル信号周波数制御部１１は、ベースバンド信号に変換された後の妨害
波信号の周波数がＬＰＦ５ａ，５ｂの通過帯域外となるように、受信センター周波数より
低い周波数を、ローカル信号ＬＯの周波数として選択する。
　なお、受信センター周波数よりも低い周波数に妨害波が検出された場合には、受信セン
ター周波数より高い周波数がローカル信号ＬＯの周波数として選択される。
　ローカル信号ＬＯの周波数を変更することで、図２に示すように、ベースバンド信号に
変換された後の妨害波は、ＬＰＦ５ａ，５ｂの通過帯域外にシフトし、ＬＰＦ５ａ，５ｂ
によって減衰される。これにより、希望波信号のＤ／Ｕ比を改善することができる。
【００２６】
　上述の方法では、妨害波の周波数に応じた判断が可能であり、妨害波の時間変化に対し
ても追随可能というメリットがある。また、図２の例では、ローカル信号ＬＯの周波数を
通信バンド端に変更した場合を示しているが、通信バンド端に限定されるものではない。
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妨害波がＬＰＦ通過帯域外に変換される周波数であって、より広い希望波の周波数帯域を
受信できるローカル信号ＬＯの周波数を設定することで、図２に示すように、ＬＰＦ通過
後の希望波の受信周波数帯域が半分となる場合よりも感度を向上させることができる。
【００２７】
　ローカル信号ＬＯの周波数を変更すると、ＦＦＴ信号処理部９に入力されるベースバン
ド信号は、サブキャリア配置がシフトしている。この不具合を解消するために、サブキャ
リア配置の変換及びサブキャリアのパイロット信号を基にした位相回転補正の処理が実施
される。また、受信不要帯域のデータを棄却する処理も実施する。
【００２８】
　また、受信周波数帯域が半分になるため、受信データの欠落が懸念される。これについ
ては、データ再現部１０が、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信におけるサブキャリア
へのデータ配置の特徴を利用して復調処理を施すことで、データを欠落することなく、片
側の周波数帯域の受信信号から受信データを再現できる。
【００２９】
　図３は、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信におけるサブキャリア配置を示す図であ
る。図３に示すように、ＵＷＢでは、センター周波数（ＤＣサブキャリア）の上下の周波
数帯域に、各６本のパイロット信号Ｐ－５，Ｐ－１５，Ｐ－２５，Ｐ－３５，Ｐ－４５，
Ｐ－５５と、各５０本のデータ用サブキャリアＣ０，Ｃ１，Ｃ９，・・・，Ｃ９９がそれ
ぞれ配置されており、センター周波数の上下の各周波数帯域に同一データからなるサブキ
ャリアが配置される仕様となっている。
【００３０】
　ＦＦＴ信号処理部９には、妨害波の周波数によって、例えば、図３に示すセンター周波
数の上下のいずれか片側の周波数帯域（妨害波側でない周波数帯域）に対応し、サブキャ
リア配置がシフトしたベースバンド信号が入力される。ＦＦＴ信号処理部９は、入力した
ベースバンド信号にＦＦＴ信号処理を施して、このベースバンド信号のサブキャリア配置
（サブキャリアごとの信号）を特定する。
【００３１】
　データ再現部１０は、変更されたローカル信号ＬＯの周波数と、ＦＦＴ信号処理部９で
特定されたサブキャリアごとの信号に基づいて、本来のサブキャリア配置へ変換を行い、
パイロット信号を基にした位相回転補正の処理を実施する。また、上記処理によって受信
不要帯域のデータが復元された場合、データ再現部１０は、この受信不要帯域のデータを
棄却する処理も実施する。
【００３２】
　図４は、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信における伝送レートとデータ配置の関係
を示す図である。図４（ａ）は、伝送レートが５３．３Ｍｂｐｓ及び８０Ｍｂｐｓの場合
におけるデータ配置を示している。図４（ａ）に示すように、これらの伝送レートでは、
センター周波数の上下の周波数帯域にＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying）シン
ボル（ＯＦＤＭシンボル）で同一データが伝送される各５０本のサブキャリアがそれぞれ
配置される。
【００３３】
　また、図４（ｂ）は、伝送レートが、１０６．７Ｍｂｐｓ、１６０Ｍｂｐｓ及び２００
Ｍｂｐｓの場合におけるデータ配置を示している。これらの伝送レートでは、図４（ａ）
の場合と同様に、センター周波数の上下の周波数帯域にＱＰＳＫシンボルで同一データが
伝送される各５０本のサブキャリアが配置されるが、時間軸方向に次のＱＰＳＫシンボル
で上下の周波数帯域を交互に入れ替えて同一データが繰り返し配置される。
【００３４】
　さらに、図４（ｃ）は、伝送レートが、３２０Ｍｂｐｓ、４００Ｍｂｐｓ及び４８０Ｍ
ｂｐｓの場合におけるデータ配置を示している。これらの伝送レートでは、センター周波
数の上下の周波数帯域に、１６ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）シンボルで
同一データが異なるマッピング（ｍａｐ１とｍａｐ２）でそれぞれ配置される。
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　上述のように、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信では、伝送レートによってデータ
配置は異なるが、いずれの伝送レートにおいても、センター周波数の上下の周波数帯域で
同一データからなるサブキャリアがそれぞれ配置されている。データ再現部１０は、この
サブキャリア配置パターンに基づいて、センター周波数（ＤＣサブキャリア周波数）の上
下片側の周波数帯域の信号から、ＬＰＦ５ａ，５ｂにて除去された一方のサブキャリアの
受信信号を復元して受信データを再現する。
【００３６】
　以上のように、この実施の形態１によれば、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式のＵＷＢ通信にお
いて、受信周波数帯域内に妨害波の干渉が検出されると、この妨害波がＬＰＦ通過帯域外
に周波数変換されるローカル信号ＬＯの周波数に変更する。このようにすることで、受信
信号の受信周波数帯域内で検出された妨害波を減衰させ、当該妨害波の干渉を回避するこ
とができる。
【００３７】
　また、この実施の形態１によれば、ＦＦＴ信号処理部９が、ローカル信号周波数制御部
１１による制御でローカル信号ＬＯの周波数が変更されて、ベースバンド信号の受信周波
数帯域の一部が、妨害波とともにＬＰＦ５ａ，５ｂで除去されると、ＡＤＣ７ａ，７ｂで
デジタル信号に変換した当該ベースバンド信号にＦＦＴ信号処理を施してＬＰＦ５ａ，５
ｂを通過したサブキャリアの受信信号を取得し、データ再現部１０が、ＭＢ－ＯＦＤＭ通
信方式のＵＷＢ通信において規定される、センター周波数の上側と下側の各周波数帯域で
同一データからなるサブキャリアが配置されたサブキャリア配置パターンに基づいて、Ｆ
ＦＴ信号処理部９によって取得されたＬＰＦ５ａ，５ｂを通過したサブキャリアの受信信
号から、ＬＰＦ５ａ，５ｂで除去された受信信号を復元して、本来の受信周波数帯域内の
サブキャリアごとの受信データを再現する。
　このようにすることで、ダイレクトコンバージョンに用いるローカル信号ＬＯの周波数
を変更したことにより、本来の受信周波数帯域の一部がＬＰＦ５ａ，５ｂにて除去された
場合であっても、本来の受信データを欠落することがない。
【００３８】
　さらに、この実施の形態１によれば、ＦＦＴ信号処理部９が、ベースバンド信号にＦＦ
Ｔ信号処理を施して取得された判定対象信号と希望波信号とのレベル差（Ｄ／Ｕ比）に基
づいて、受信周波数帯域内における妨害波の有無を検出する。
　この妨害波干渉の検出は、ＭＢ－ＯＦＤＭ通信方式の無線通信装置でＯＦＤＭ復調用に
元々備わるＦＦＴ信号処理部を利用して、その動作ロジックの一部を変更するだけで実現
できる。従って、妨害波検出用に特別な回路を追加する必要がなく、またＤ／Ｕ比を検出
判定に用いることで、精度良く妨害波干渉を検出できる。
【００３９】
　なお、上記実施の形態１では、妨害波干渉の検出を通信中に行う場合を示したが、通信
を行っていない時間に妨害波干渉を検出するようにしてもよい。
　例えば、通信していないアイドル時間に、本発明による無線通信装置を受信状態に設定
しておき、ＦＦＴ信号処理部９により求められた妨害波と希望波のレベル差（Ｄ／Ｕ比）
と、このときのＡＧＣ８の制御値とに基づいて、妨害波信号の絶対レベルを検出する。
　この妨害波信号レベルが判定閾値以上であれば、妨害波干渉ありと判断する。
　このとき、ＡＧＣ８の制御をオフにして固定利得を設定することにより、処理を容易化
することも可能である。このようにすることで、妨害波干渉を回避した状態で通信を開始
できる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　この発明に係る無線通信装置は、既存の通信システムからの信号に起因した妨害波干渉
を回避できるので、様々な用途で通信が行われる車載用通信装置に好適である。
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